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第１章 委託業務の概要 

（１） 業務名 

豊橋市生活保護システム標準化対応業務委託（以下「本業務」という。） 

 

（２） 調達の目的 

地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の取組により、市民サービスの利便

性向上や行政運営の効率化などを図ることを目的として、国が示す標準仕様に適合し

たシステム（以下「標準準拠システム」という。）の導入及びガバメントクラウド等へ

の移行を行うものである。 

 

（３） 準拠すべき規定等 

標準準拠システム導入に係る要件は、「地方公共団体情報システムの標準化に関する

法律（令和３年法律第 40 号）」や「地方公共団体情報システム標準化基本方針」など、

デジタル庁をはじめ各府省庁から発出されている各種規定に準拠すること。 

政令で特定された標準化対象 20 業務については、制度改正等の政策上必要と判断さ

れるものを除き、令和５年３月末に各府省庁から示された標準仕様に基づいて、機能標

準化基準や共通標準化基準を満たした標準準拠システムを導入することとするが、改

版された場合は、別途本市と協議の上、対応を定めるものとする。 

なお、共通標準化基準であるデータ要件・連携要件は、令和 7 年度末までに、デジ

タル庁が行う適合確認試験に合格すること。 

 

（４） システム化の範囲（本業務において調達対象とするシステムの構成と範囲） 

生活保護システム（以下「本システム」という。）として本業務において調達する範

囲は以下のとおりであり、具体的なシステムに求める要件は、「生活保護システム標準

化対応業務委託」業務仕様書（以下「本仕様書」という。）の第３章システムに求める

要件に示す。 

 業務内容 

標準化対象業務 生活保護業務 

 

（５） 本業務の範囲  

本システムのサービス利用開始までの環境設定、ガバメントクラウド運用管理補助

業務及びその他移行に必要な一連の業務を範囲とする。また、次の各号に示すとおりと

する。 

ア ガバメントクラウドにおける各種接続設定 

ガバメントクラウド上に構築する各業務システム（VPC）間及びガバメントクラウ

ドと本市庁舎内のシステム、端末等を接続するための Transit Gateway については、
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先行して稼働している住民記録システムのアカウント内に配置されている。Transit 

Gateway との接続（Transit Gateway と VPC 間における接続承認やルーティング等

の設定）のための本システム側の作業については、本市と調整の上、ガバメントクラ

ウド運用管理補助者として本業務の範囲内で行うこと。 

なお、本市庁舎内の既存ネットワーク機器等の設定変更に係る作業は本業務の範

囲外とする。 

イ ガバメントクラウドの利用申請 

デジタル庁への申請手続自体は Government Cloud Assistant Service(GCAS)を利

用して本市から行うため範囲外とするが、申請のための各種支援は本業務の範囲内

で行うこと。なお、GCAS については、ガバメントクラウド運用管理補助者としても

利用が予定されているため、GCAS 利用に必要な手続きは本業務の範囲内で行うこ

と。 

ウ 既存システムからのデータ抽出、変換等 

  データ移行のための、既存システムからのデータ抽出、変換等は本業務の範囲外と

するが、既存ベンダとの必要な調整は行うこと。 

エ 文字同定等 

デジタル庁からの標準仕様書に基づき、別途協議の上定める。 

オ 端末等周辺機器の調達及び OS 等初期セットアップ 

端末等については新規調達せず、現行の端末等を継続して利用する予定のため調

達及び OS 等の初期セットアップは本業務の範囲外とするが、端末ごとにミドルウェ

アを含むシステムのセットアップ等が必要な場合は本業務の範囲内で行うこと。 

カ システム本稼働後の保守 

システム本稼働後の保守については別途契約とする。 

 

（６） 業務履行期間及び稼働時期 

ア 業務期間 

契約締結日～令和８年 1 月 30 日（金） 

  イ 稼働時期 

    令和８年１月５日（月） 予定 

ウ 業務実施場所 

本市が指定した場所とする。 
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第２章 調達に当たっての前提条件 

（１） 規模要件 

ア 人口・世帯（令和 5 年 10 月 1 日現在） 

（ア） 人口    ：368,996 人（うち外国人 20,447 人） 

（イ） 世帯数   ：164,764 世帯（うち外国人 11,139 世帯） 

（ウ） 制度対象人数：2,670 人（被保護者数(保護停止中含む)） 

イ システム利用要件 

項目 内容 備考 

利用拠点数 １か所  

利用端末台数 37 台  

最大同時アクセス数 37 件  

利用者数（アカウント数） 37 人  

データ保存年数（主な業務

データのうち長いもの） 

データ名：電子ケースファイル 

年数  ：       71 年 

 

ウ 取扱いデータ量（主なもの） 

業務名 データ項目名 件数 備考 

生活保護 ケースファイル 12,000 件 申請中・却下・取

下・廃止ケース含

む 

エ 年間届出件数（主なもの） 

業務名 届出名 件数 備考 

生活保護 生活保護の申請 500 件/年 R5 年度見込み 

オ バッチ処理データ件数（主なもの） 

業務名 処理名 件数 備考 

生活保護 

介護（月次）  27 件 R5.10.2 時点 

税データ（月次） 6,131 件 R5.10.4 時点 

住基（日時） 1,097 件 R5.10.2 時点 

受給者情報連携 9,872 件 R5.10.2 時点 
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（２） 本市システム間データ連携概要 

ア 本市システム間データ連携概要については以下のとおり。 

【R6.4 時点 現行】 

 

 

【R8.1 時点 標準化移行後（想定）】 
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※移行困難システムに該当する児童手当、子ども・子育て支援及び児童扶養手当につい

ては令和８年度中にガバメントクラウド上に構築する想定。 

 

イ 連携方法 

  （ア）AWS 上で稼働するシステム間の連携 

     後述の＜本市ガバメントクラウド接続全体像（想定）＞において記載の「庁内デ

ータ連携機能」を利用して連携する。本市システム間の連携は住民記録アカウント

内の「庁内データ連携機能」を利用し、東三河広域連合（以下「広域連合」という。）

との連携については広域連合アカウント内の庁内データ連携機能の利用を予定し

ている。 

     なお、他VPCから本市及び広域連合の庁内データ連携機能への接続については、

VPC Endpoint での接続を想定している。 

  （イ）AWS 以外で稼働するシステムとの連携 

     AWS 以外の環境にあるシステムとの連携はオブジェクトストレージとは別に構

築するファイルサーバの利用を予定している。 

     

 

（３） 本市ガバメントクラウドの利用 

ガバメントクラウドを利用することを前提とする。なお、先行して稼働している住

民記録システムについては CSP を AWS としており、共通機能についても AWS に構

築予定である。 

ア ガバメントクラウド運用管理補助者 

本市全システムを一括管理するガバメントクラウド運用管理補助者は設けず、本

システム領域のガバメントクラウド運用管理補助者は受託者にて行う。 

イ ガバメントクラウドへの接続について 

現在のガバメントクラウドへの接続については、ガバメントクラウド接続サービ
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ス（相当）により、東京リージョン、大阪リージョンへの回線を敷設済みである。 

 

＜本市ガバメントクラウド接続全体像（想定）＞ 

 

 

（４） 共通機能に係る方針 

「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書【第 2.2 版】」において規定される

各共通機能に対する本市の対応については以下のとおり予定している。これを前提と

して、個別の業務システムについて構築を行うこと。 

ア 申請管理機能について 

ガバメントクラウドに構築し、R7.7 以降テスト用に連携を予定。R8.1 の標準化一

斉稼働に合わせて現行申請管理システムからの切替えを予定。詳細については本市

と別途協議の上定めることとする。 

イ 庁内データ連携機能について 

ガバメントクラウド（AWS）にオブジェクトストレージを構築し、R7.6 以降テス

ト用に連携を予定。 

ウ 住登外者宛名番号管理機能について 

共通機能としての導入は行わず、個別の業務システムにて実装する方針である。 

エ 団体内統合宛名機能について 

ガバメントクラウドに構築し、R7.7 以降テスト用に連携を予定。R8.1 の標準化一

斉稼働に合わせて現行団体内統合宛名システムからの切替えを予定。 

オ EUC 機能について 

共通機能としての導入は行わず、個別の業務システムにて実装する方針である。 
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（５） 文字要件への対応 

ア 移行について 

「地方公共団体情報システム データ要件・連携要件 標準仕様書【第 3.1 版】」の文

字要件（以下「標準化文字要件」という。）に規定されたとおりとすること。なお、

データ移行時の変換や、標準化文字要件に規定された経過措置をとる場合の MJ+と

の変換機能の構築は本受託者にて行うこと。経過措置をとる場合は、経過措置解除に

かかる課題について整理すること。なお、経過措置をとる場合であっても任意のタイ

ミングで MJ+に変換できる必要があることに留意すること。 

イ 連携について 

他システムとの連携においては標準化文字要件に規定されたとおりとすること。

なお、標準化対象外及び外部システムとの連携において共通基盤システムで実装す

る変換機能以外で必要な変換機能の構築は受託者にて行うこと。経過措置をとる場

合は、経過措置解除にかかる課題について整理すること。 

 

（６） 端末環境 

業務端末は既存端末を利用する予定のため本要件には端末更新は含まない。原則、他

業務システムを含めて端末・プリンタを一括で調達できるよう、端末環境の制約や専用

ソフト等の導入を必要とせず、様々な業者の端末が利用できることとする。 

本市の既存端末の形式はデスクトップ型又はノートブック型であり、スペック等に

ついては以下の範囲内である。 

項目 最も古い機種 最も新しい機種 

OS Windows10Pro Windows10Pro 

CPU Core i3 Core i5 

メモリ 4GB 4GB 

HDD 256GB 512GB 

ディスプレイ解像度 1366×768 1366×768 

ブラウザ Microsoft Edge 

Office 2019 又は M365Apps 

ウイルス対策ソフト ウイルスバスター 

画面ハードコピー機能 INSTANTCOPY 

接続デバイス制御機能 Portshutter 

生体認証機能 Auth Conductor（手のひら静脈認証） 

※ M365 Apps 利用のため、OS は順次 SAC 版に更改予定 

※ ユーザ認証機能として Active Directory を導入予定 
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（７） 共通機能等に関するスケジュール 

共通機能等のスケジュールついては以下のとおり予定している。これを前提として、

本システムについて構築、各種テストを行うこと。 

ア 庁舎からガバメントクラウド上の本システムに接続するためには、別途ネットワ

ーク事業者による庁内ネットワーク機器設定変更等の作業が必要となる。作業日

程については別途調整とするが、基本的には年に２回程度の実施を予定している。

当該作業に必要な本システム側の情報を事前に受託者へヒアリングする予定であ

る。 

イ 庁内データ連携機能についてはガバメントクラウドにオブジェクトストレージを

構築し、R8.1 に本稼働予定である。連携テスト用のテスト環境としては R7.6 に提

供予定である。 

ウ 申請管理機能についてはガバメントクラウドに構築し、R8.1 に本稼働予定である。

連携テスト用のテスト環境としては R7.10 に提供予定である。 

エ 団体内統合宛名機能についてはガバメントクラウドに構築し、R8.1 に本稼働予定

である。連携テスト用のテスト環境としては R7.10 に提供予定である。 

オ 標準準拠の住民記録システムは R5.10 から本番運用中であるが、R5.3 末版標準仕

様書への対応をパッケージのレベルアップにて行うため、R7.8 以降にシステム間

連携テスト用データ及びセットアップ用データを提供可能予定である。 

カ 標準準拠の税総合システムは開発中であり、庁内データ連携機能のテスト環境提

供開始の R7.6 以降にシステム間連携テスト用データを提供可能予定である。 
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第３章 システムに求める要件 

（１）機能要件 

  ア 標準化対象機能  

（ア） 実装必須機能 

「生活保護システム標準仕様書【第 1.1 版】」のとおり。 

（イ） 標準オプション機能 

「生活保護システム標準仕様書【第 1.1 版】」を前提に実装されるものとし、詳細に

ついては別紙１「標準オプション機能要件確認表」をもとに別途協議の上定めること

とする。 

 

（２）連携要件 

「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書【第 3.0 版】」もしくは

「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書【第 3.1 版】」及び「生

活保護_機能別連携仕様【第 2.1 版】」もしくは「「生活保護_機能別連携仕様【第 2.２

版】」のとおりとする。 

 

（３）非機能要件 

   「地方公共団体情報システム非機能要件の標準【第 1.1 版】に基づき作成した別紙２

「非機能要件要求レベル一覧」に規定された選択レベル以上の要件を満たすこととす

る。 
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第４章 作業の実施内容 

（１） 計画作成業務 

ア プロジェクトを開始するにあたり、システム移行計画書を作成し、本市の承認を得

ること。 

イ プロジェクトの開始に際し、キックオフミーティングを行うこと。 

 

（２） 設計・開発業務 

ア 本仕様書に示す要件を整理し、必要となる要件確認を行うこと。 

イ 定常時及び中長期における運用・保守に関する資料を提示すること。 

ウ クラウドサービスを利用するために必要なクラウド構成設計等、クラウド環境の

設計を行うこと。また、クラウド設計に当たっては、オートスケール等のリソースの

効率的な使用を通じてコスト削減を継続的に図っていく取組みを含めることとし、

設計の内容について本市に説明すること。 

エ ガバメントクラウドにおいて利用するサービスについては、その利用形態、利用期

間、サービスの種類及び内容等、クラウド環境設計に関する内容について整理した資

料を作成すること。 

 

（３） 導入・設定業務 

ア 第２章「調達に当たっての前提条件」を踏まえ、サービス提供に必要な導入及びシ

ステム稼働に必要な各種設定を行うこと。 

イ 受託者の負担と責任において行うこと。 

ウ 導入・設定の日程調整及び方法等については、あらかじめ本市と協議し了承を得る

こと。 

エ ガバメントクラウド上でのシステム環境構築については、デジタル庁が示す各種

規定を順守すること。また、デジタル庁との間で必要な各種調整について主体的に進

めるとともに、進捗状況等について本市と適切に情報共有すること。 

オ EUC による実装を予定する機能については、その操作方法について別途納品する

マニュアルに記載すること。 

 

（４） テスト及び受入テスト支援業務 

ア テスト 

（ア） 「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準【第 1.0

版】」を踏まえ、適切なテスト環境を設定し、準備すること。 

（イ） 受託者の負担と責任において行うこと。ただし、テストに係るガバメントクラ

ウド利用料及びガバメントクラウド接続サービス利用料については受託者負担

から除外する。 
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（ウ） 本仕様書で求める機能要件及び非機能要件が実現されていることを確認し、結

果について報告すること。 

（エ） データ要件・連携要件に関する標準化基準の適合については第１章（３）準拠

すべき規定等に示すとおりとする。 

イ 受入テスト支援業務 

本市が受入テストを行うにあたり、機能標準化基準に規定される機能ＩＤごとに

どの操作・画面において当該機能が実装されているのかを明示する等、機能標準化

基準への適合性確認に係る本市作業を支援するための情報提供をすること。 

 

（５） データ移行業務 

ア データ移行のための、既存システムからのデータ抽出、変換等は本業務の範囲外と

するが、既存ベンダと必要な調整を行いデータセットアップ並びに整合性確認等を

行うこと。 

イ データ移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載した移行計画書を作成し、本市

の承認を得ること。 

 

（６） 研修業務 

新システム稼働前に当市職員がシステム操作を受けられる環境を用意し、操作方法等

に関するマニュアルを提供すること。また職員からの問合せに対応できる体制を整

備すること。 

 

（７） 運用引き継ぎ・ドキュメント作成業務 

ア 本番移行に当たり、円滑な本番運用保守への移行のため、本システムのサービス運

用・保守業務及びガバメントクラウド運用管理補助業務に関する設計を行うこと。 

イ システム運用担当者向け、及びシステム利用者向けのマニュアルを作成すること。 

ウ 第６章（検収及び成果物）に記載の成果物ついて作成し、本市の承認を得ること。 
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第５章 作業の実施体制・管理方法 

（１） 業務実施体制 

  ア 本業務を遅滞なくかつ円滑に遂行するため必要な知識、経験を有するメンバーに

よる実施体制を組織し、本市の承認を得ること。なお、実施体制においては以下の役

割を配置するものとする。 

（ア） プロジェクト責任者 

本業務の責任者として、全体の指揮命令とマネジメント全般を行うこと。 

（イ） プロジェクト管理者 

本業務の実施、遂行を指揮し、また、窓口として本市とのコミュニケーションを

管理すること。 

（ウ） プロジェクトメンバー 

業務に精通し経験を豊富に有する技術者等から構成すること。 

  イ 要員サポート 

   前号アのほか、パッケージ対応を円滑に行うための開発要員や、プロジェクト状況

を客観的に把握し指導を行う PMO 組織など、業務を円滑に行うサポートメンバー

が要所で参加できる体制とすること。 

 

（２） 品質管理責任者 

ア 本業務における全行程の品質管理を行うこと。 

イ 品質管理等に係る資格として ISO9001 シリーズを有していること。 

 

（３） 情報セキュリティ管理体制 

ア 情報セキュリティ対策の管理体制について、第５章（１）とは別に組織すること。 

イ 情報セキュリティポリシー又はそれに相当する規定を定め、本業務に携わる者に

対してセキュリティに関する研修を行っていること。 

ウ ISO27001 シリーズの資格を有していること。 

 

（４） 作業の管理に関する要領 

ア プロジェクト計画・管理 

    プロジェクトを開始するにあたり、第 4 章（１）計画作成業務に示すとおりシステ

ム移行計画書を作成すること。 

プロジェクト実施計画書へは、プロジェクトの概要、目的、体制、作業範囲、スケ

ジュール（マスタ及び詳細）、設計・開発の進め方、コミュニケーション管理、進捗

管理、リスク管理、課題管理、変更管理、品質管理、情報セキュリティ管理及びその

他プロジェクト管理方法等に係る受託者の方針を具体的に記載すること。 
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また、プロジェクトを進めて行く上で、当該ドキュメントに改定の必要が生じた場

合、本市と協議の上、その可否について検討し、改定すること。 

イ コミュニケーション管理 

関係者間の情報共有に齟齬を来すことの無いよう、効果的なコミュニケーション

を確保すること。 

プロジェクト運営に係る会議体について必要に応じた頻度で行い、会議体の議事

進行や資料作成については受託者が行うこと。また、会議開催の都度、原則 3 開庁日

以内に議事録を作成し提出すること。 

ウ 進捗管理 

各作業の進捗状況を管理すること。遅延が生じた場合、速やかに原因の究明を行い、

対応策等を本市と協議の上、必要な対応を行うこと。 

エ 課題及びリスク管理 

プロジェクト実施時において発生した課題及びリスクを抽出、管理し、抽出した課

題等の解決策や対応策の検討を行い、解決策等について本市の承認を得た上で、解決

すること。 

課題解決及びリスクの状況を管理するため課題管理表を作成し、必要に応じて会

議等で説明する等により課題及びリスクの状況を報告し、本市と情報共有がなされ

るようにすること。 

オ 変更管理 

仕様変更要望について効果や影響度を評価し対応策を検討すること。実行方針を

本市と協議の上で確定させ、実装完了まで管理すること。 

カ 品質管理 

品質基準と実績の差を把握、品質の評価を行い、品質及び品質管理に是正の必要性

がある場合は、その原因と対応策を明らかにし、速やかに対応すること。 

キ 情報セキュリティ管理 

本市の情報セキュリティ対策に準じた対応を行うこと。 

また、システム移行計画書に定義した管理方法に基づきセキュリティ管理を行う

こと。 

 

（５） 本市標準化推進体制との関係 

  ア 本市標準化推進体制 

   標準化移行を確実かつ安全に行うため、次期システムの計画、調達および構築を進

めることを目的として、既存システム単位で以下のように個別プロジェクト（PJ）を

組織し、総務部情報企画課を事務局として全庁的な推進体制を敷いているところで

ある。 
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   本業務については、下表の No５、生活保護システム PJ の事業として行われるも

のである。 

  【R6.2 時点】 

No 個別プロジェクト名（ＰＪ） 標準化対象業務 標準化対象外業務等 

1 住民記録システムＰＪ 
住民基本台帳 

印鑑登録 
 

２ 選挙人名簿管理システムＰＪ 選挙人名簿管理  

３ 税総合システムＰＪ 

固定資産税 

個人住民税 

法人住民税 

軽自動車税 

統合収納管理 

統合滞納管理 

事業所税 

４ 福祉システムＰＪ 

障害者福祉 

児童手当 

児童扶養手当 

子ども・子育て支援 

在宅重度障害者手当 

日常生活用具 

豊橋市母子父子福祉手当 

医療費助成 

愛知県遺児手当 

高齢者福祉  など 

５ 生活保護システムＰＪ 生活保護  

６ 児童相談システムＰＪ  児童相談 

７ 母子父子寡婦貸付金システムＰＪ   母子父子寡婦貸付金 

８ 国民健康保険・国民年金システムＰＪ  
国民健康保険 

国民年金 
 

９ 後期高齢システムＰＪ 後期高齢者医療  

10 保健衛生システムＰＪ 健康管理  

11 学齢簿・就学援助システムＰＪ 就学 特別支援教育就学奨励費 

12 戸籍システムＰＪ 
戸籍の附票 

戸籍 
 

13 介護保険システムＰＪ 介護保険  

14 共通基盤システムＰＪ  
庁内データ連携 

共通機能システム など 

※プロジェクト単位と各システムの移行対応契約が必ずしも一致するものではない 
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  イ 本市全体推進体制との関係 

本市基幹業務システムについてはいわゆるマルチベンダの状況にあり、今般の標

準化対応に際しても多数のシステムベンダが関与するものと想定している。 

これを円滑に進めるため、本市標準化庁内推進体制として以下の連絡会議の設置

を予定しているところであり、受託者は必要に応じてこれに参画すること。 

 

会 議 体 名 標準化対応に係るベンダ連絡会議 

目 的 
・標準化対応プロジェクト間の進捗、課題等の情報共有 

・システム間連携等に係る諸課題の協議、解決 

参 加 者 

・システムベンダ（必要に応じて参加） 

・個別プロジェクト構成課（業務担当課） 

・豊橋市標準化事務局（情報企画課） 

開 催 頻 度 
月１回程度を予定。 

（ただし移行作業全体工程の必要に応じて適宜開催） 

開 催 形 式 
オンライン会議を基本とするが、必要に応じて現地会議

への出席を求めることがある。 

備 考 

複数の標準化対応プロジェクトを受託する事業者におい

ては、事前に社内にて本連絡会議に提出する共有事項の

まとめ、調整等を行った上で出席すること。 
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第６章 検収及び成果物 

（１） 検収 

本市が承認したテスト計画書に基づく合格結果及び成果物の納入をもって検収とす

る。 

（２） 成果物及び納入期限 

以下のとおりとする。 

納入時期：令和 7 年３月 31 日（部分完了） 

成果物名称 説明 納入期限 

システム移行計画書 

プロジェクト開始時に作成する。デー

タ移行の方法、環境、ツール、段取り等

について記載すること。 

令和 7 年 3 月 31 日 

（スケジュール等

の調整に従い、必要

となるものを順次

納めること。） 
打合せ議事録 打合せ時の議事録及び課題管理表等 

 

納入時期：令和 8 年１月 30 日（完了） 

成果物名称 説明 納入期限 

基本設計/ガバメント

クラウド設定関連資料 

システムパラメータ設定及びガバメン

トクラウド環境設定書 

令和８年１月 30 日 

（スケジュール等

の調整に従い、必

要となるものを順

次納めること。） 

データ移行テスト／本

番移行結果報告書 

データ移行テスト及び本番移行の結果

報告書 

研修関連資料 
操作運用マニュアル（システム内に実

装すること） 

適合性確認支援等 

に関する資料 

本市が適合性確認を行うことを支援す

る資料 

打合せ議事録 

データ連携/共通機能・文字要件確認や

生活保護業務打合せに関する議事録及

び課題管理表 

※ 成果物の各様式については受託者任意とする 

 

（３） 納品形態 

  ア 成果物は電磁的記録媒体（CD-R 等）により作成し、本市から特別に示す場合を除

き、原則２部（正副）を納品すること。 

イ 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Word、同 Excel、同 Power Point

で読み込み可能な形式又は PDF 形式で作成し、納品すること。ただし、本市が他の

形式による提出を求める場合は、協議に応じること。なお、受託者側で他の形式を用

いて提出したいファイルがある場合は、協議に応じるものとする。 
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エ 納品後、本市において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品する

こと。 

オ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、本市の承認を得ること 

 

（４） 納品場所 

   本市が指定する場所へ納入すること。  

 

第７章 その他事項等 

（１） その他 

本仕様書に定めのない事項について疑義が生じたときは、市と受託者が協議し決定

するものとする 


